
岩手県告示第140号 

建築基準法の規定による建築主事の所管区域の指定（昭和35年岩手県告示第1136号）の一部を次のように改正し、令和７年４月

１日から施行する。 

  令和７年３月11日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

  

 建築物等の種類 所管区域 所管する建築主事   建築物等の種類 所管区域 所管する建築主事  

 １ ［略］ 

２ 建築基準法第６条第

１項第１号から第３号

までに掲げる建築物に

建築基準法施行令（昭

和25年政令第338号。

以下「政令」という。

）第146条第１項各号

に掲げる建築設備を設

ける場合における当該

建築設備 

３ 政令第138条に規定

する工作物 

 ［略］   １ ［略］ 

２ 建築基準法第６条第

１項第１号又は第２号

に掲げる建築物に建築

基準法施行令（昭和25

年政令第338号）第146

条第１項各号に掲げる

建築設備を設ける場合

における当該建築設備 

 

 

３ 建築基準法施行令第

138条に規定する工作

物 

 ［略］  

 前項の建築物及び工作

物のうち政令第148条第

１項各号に掲げる建築物

及び工作物を除いたもの

並びに前項の建築設備 

 ［略］   前項の建築物等のうち

建築基準法第97条の２第

１項の規定に基づき建築

主事を置く市町村の長が

特定行政庁となる建築物

等を除いたもの 

 ［略］  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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